
日 薬 業 発 第 30 6 号 

令和７年 11 月 17 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平  

 

 
マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について（周知） 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省保険局医療介護連携政策課から、別添のとおり連絡が

ありましたのでお知らせいたします。 

本年 12 月２日に、全ての保険者において発行済みの健康保険証の有効期限が到

来し、マイナ保険証（健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。

以下同じ。）を基本とする仕組みへと移行することになります。 

全ての保険者で、健康保険証からマイナ保険証あるいは資格確認書へと切り替え

を迎える中で、12月以降、従来よりもマイナ保険証を持参して来られる患者が増え

ることが想定されます。 

マイナ保険証による資格確認を基本とした運用を行っていく上での留意事項に

ついて、従来から示されてきたものと変わるものではありませんが、改めて別添の

とおり示されました。 

つきましては、貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

（別添） 

 マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について（周知） 

（令和７年11月 12日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療介護連携政策課） 
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マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について（周知） 

 

 

医療保険制度の円滑な運営に当たり、平素より格段の御高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

本年 12 月２日に、全ての保険者において発行済みの健康保険証の有効期限が到来

し、マイナ保険証（健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。

以下同じ。）を基本とする仕組みへと移行することになります。 

全ての保険者で、健康保険証からマイナ保険証あるいは資格確認書へと切り替え

を迎える中で、12 月以降、従来よりもマイナ保険証を持参して来られる患者が増え

ることが想定されます。 

つきましては、マイナ保険証による資格確認を基本とした運用を行っていく上で

の留意事項について、従来お示ししてきたものと変わるものではありませんが、改

めて下記のとおりお示しいたしますので、貴会内での周知にご協力いただきますよ

う、お願い申し上げます。なお、実際の運用に当たって医療機関・薬局で活用でき

る資料も別途送付予定ですので、あらかじめ御承知おき下さい。 

 

記 

 

１ マイナ保険証への移行に向けた対応について 

（１）医療機関・薬局等の受付窓口の環境整備 

12 月に全保険者において健康保険証の有効期限を迎えた際、これまでマイナ保

御中 



  

険証を利用していなかった方々についても、マイナ保険証の利用が進むことが想

定されます。こうしたときに、マイナ保険証にまだ不慣れな方が操作される場合

なども含め、医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーの利

用に当たって患者の待機が生じることも考えられます。したがって、受付窓口に

おける患者の動線や職員体制等についてあらかじめご確認いただくとともに、12

月からはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう、あらかじめ患者に

呼びかけるなど、マイナ保険証を利用される患者が増えても可能な限りスムーズ

に受付・受診等できる環境づくりをお願いいたします。なお、顔認証付きカード

リーダーが正常に動作しない等の事象が発生した場合、最初に確認いただきたい

ことをまとめた簡単チェックシート（※１）を作成しておりますので、早急な復

旧に向けた対応の観点でご利用下さい。 

また、顔認証付きカードリーダーの不具合発生時等に備えて、医療機関・薬局

のモバイル端末等でマイナ保険証によるオンライン資格確認が行える仕組み（居

宅同意取得型の活用）の導入も可能です。必要な改修への補助金（※２）もご利

用いただけますので、これを機にご検討下さい。 

加えて、マイナ保険証のスマートフォンの読み取りに必要となる汎用カードリ

ーダー等の購入についても補助金をご利用いただけますので、あわせてご検討下

さい。 

 

（２）紙レセプト請求施設での対応 

紙レセプトでの請求が認められている、オンライン資格確認導入の義務化対象

外施設における、健康保険証の経過措置期間終了後の資格確認については、①資

格確認書か、マイナ保険証を持参した患者に対しては、②マイナ保険証とあわせ

て提示された「資格情報のお知らせ」か、③マイナ保険証とあわせて提示された

マイナポータルの資格情報画面のいずれかで行うことが基本となりますので、窓

口でのご対応をお願いいたします。 

他方で、オンライン資格確認導入の義務化対象外施設であっても、希望される

場合は、モバイル端末等でマイナ保険証による資格確認が行える簡素な仕組み

（資格確認限定型）を任意で導入することが可能です。患者がマイナ保険証のみ

で簡便に受診・利用できるよう、資格確認限定型の導入についてご検討下さい。

導入に要する費用の一部（モバイル端末等の購入費用の 3/4、最大 3.1 万円）につ

いて補助（※３）を行っておりますので、是非ご活用下さい。 

 

（※１）簡単チェックシートについては、顔認証付きカードリーダーのメーカー

別のものと、メーカー各社分を統合した統合版がございます。以下のリン

ク先に掲載しています。 

https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011370 



  

（※２）補助金を含めた導入に当たっての詳細はリンク先をご参照下さい。 

https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011639 

 

（※３）当該補助金の申請期限は令和８年１月 15 日であり、医療機関等向け総合

ポータルサイトより申請が可能です。資格確認限定型の概要等については

リンク先をご参照下さい。 

https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010117 

 

 

２ 12月以降の医療機関・薬局の窓口での資格確認の運用について 

（１）マイナ保険証及び資格確認書について 

医療機関・薬局における資格確認は、マイナ保険証か資格確認書のいずれかに

より行うことが基本となりますが、患者のマイナ保険証により有効な資格が確認

できる場合には、追加でその他の資格確認書類を確認することは不要であるため、

ご留意下さい。なお、限度額適用認定証情報についても、オンライン資格確認の

結果として確認できた場合には、限度額適用認定証で所得区分を確認する必要は

ありません。（限度額適用・標準負担減額認定証も同様です。） 

なお、資格確認は、各月の初回のみに行うのではなく、受診の都度、行うこと

が原則であることについてご留意下さい。 

マイナ保険証をお持ちでない方には、健康保険証の有効期限が切れる前までに

保険者から申請によらず資格確認書が交付されることとされております。資格確

認書は昨年 12 月から保険者で発行できることとされていますが、ほとんどの場合

では健康保険証からの切り替えに伴って交付されるため、12 月から医療機関・薬

局に資格確認書を持参して来られる患者も増えることが想定されます。資格確認

書は、保険者の選択により、プラスチック・紙等の材質により、カード型・はが

き型・Ａ４型で交付されるほか、電磁的な方法で資格確認書が交付されることも

ありますので、その場合はスマートフォン等の画面に表示された資格確認書の内

容で資格確認を行って下さい。 

また、患者が資格確認書を提示した場合には、患者の情報をオンライン資格確

認等システムに照会することで券面に記載された保険資格の有効性が確認でき

（※４）、資格喪失後の受診を防ぐことができるため、医療機関・薬局へのレセプ

ト返戻を防ぐ観点からも、受診・利用時にはオンライン資格確認をお願いいたし

ます。 

 

（※４）保険者の異動が直近であった場合に、患者の直近の加入者情報がオンラ

イン資格確認等システムに未反映となっている場合や、海外在住等により



  

患者が個人番号を保険者に登録していない場合には、オンライン資格確認

の結果「資格情報なし」と表示されることがあるため、その場合には資格

確認書に記載された証交付年月日や有効期限等も踏まえ患者に状況の確認

をお願いいたします。また、オンライン資格確認の結果「資格無効」と表

示された場合には、患者の直近の加入者情報がオンライン資格確認等シス

テムに反映されていないか、資格確認書に記載の保険資格が無効なため、

最新の保険資格について患者に確認いただき、資格が喪失済みのまま受診

することがないよう確認をお願いいたします。 

 

（２）移行期における暫定的な取扱い 

12 月２日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまっ

た患者や、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者に

ついては、保険証等単体で有効なものとして取り扱うものではありませんが、加

入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が

行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会する

などした上で、３割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする

運用は、暫定的な対応として差し支えないと考えます。こうした対応は令和８年

３月末までの暫定的な対応であり、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確

認書を必ず持参いただくよう呼びかけて下さい。 

 

（３）オンライン資格確認の結果で「●」が表示された際などのレセプト請求 

オンライン資格確認の結果がレセコン等に表示された際、患者の氏名等の一部

が「●」として表示される場合がありますが、文字を置き換えず黒丸表記のまま

でもレセプト請求が可能です。このほか、オンライン資格確認の結果で表示され

る患者の住所についても、「●」が含まれる場合や、記載がなく空欄になっている

場合（※５）、あるいは表示された住所と患者が窓口で申告した居所が異なる場合

がありますが、医療機関・薬局に対して返却した資格確認結果に問題があるもの

ではないため、これらの場合も保険者に確認することなくレセプト請求すること

が可能です。こうした「●」表示や住所不一致の場合に、患者から 10 割負担を求

めるのではなく、３割等の一定の負担割合での支払を求めるよう、ご留意下さい。 

 

（※５）このほか、患者がＤＶや虐待等の被害を受けており保険者でＤＶフラグ

が設定されている場合、住所欄が非表示となります。 

 

（４）マイナ保険証で資格確認ができなかった場合のレセプト請求 

マイナ保険証でオンライン資格確認を行ったとき、何らかの事由によりマイナ

保険証で資格確認ができない場合の対応や、その他の資格確認に関する情報につ

いては、医療機関等向け総合ポータルサイト（※６）からご確認下さい。なお、



  

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合でも、期限後３か

月間はオンライン資格確認を通じて患者の資格情報は確認できますので、通常の

患者と同様に御対応ください。 

また、有効な資格を保有しているにもかかわらず、資格確認結果が「資格無効」

となった場合には喪失済みの資格で、「資格情報なし」となった場合や、マイナン

バーカードの電子証明書の有効期限が切れて３か月が経過した場合等には不詳レ

セプトとして、患者に 10 割負担を求めることなく、３割等の一定の負担割合を求

めた上で、それぞれレセプト請求を行うことが可能です。この方法は、患者がマ

イナ保険証を利用した場合に限られますのでご留意下さい。なお、喪失済みの資

格で請求した場合には、レセプトの審査の時点で最新の資格が保険者から登録さ

れていないと一度返戻となりますが、保険者から資格が登録された際にお支払い

をしますので、再度請求をお願いいたします。 

また、不詳レセプトについては、マイナ保険証を利用した患者の資格が確認で

きず、請求先が分からない場合に限り、審査支払機関で資格の特定を行い医療機

関・薬局に保険給付分をお支払いするという対応であり、マイナ保険証の利用時

に喪失済みの資格が確認できた場合には、不詳レセプトではなく当該資格でレセ

プト請求をするようお願いいたします。なお、不詳レセプトについては、摘要欄

への患者の連絡先の記載漏れ等の不備が多数見られ、この場合も一度返戻するこ

とになりますので、請求時には記載の不備がないかご確認下さい。 

 

（※６）https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011769 

 

（参考１）12 月以降のマイナ保険証の利用等の運用に関するお問い合わせは、オ

ンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583（通話無料）までお願い

いたします。 

 

（参考２）その他、マイナ保険証に関する各種周知広報物について以下のリンク

先に掲載しておりますので、ご活用下さい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57616.html 

 

 


